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なぜ男女共同参画が必要なのでしょうか？ 

 

家庭や地域、学校、職場など、日常生活において周りの人と関わるあらゆる場面において、 

人と人がお互いに協力し合うことは当たり前のことなのに、なぜ、『男女共同参画』を呼びかけ

る必要があるのでしょうか。 

日本には「男は仕事、女は家庭」に代表されるような、性別を理由とした偏った考え方があり、

少しずつは解消されつつありますが、今もなお根強く残っており、人それぞれが持つ個性や能

力を十分に発揮しにくい現状があります。 

「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」と制約を受けてしまうような社会は、とても生

きづらいのではないでしょうか。 

誰もが生きやすく幸せな生活を送るためには、性別にとらわれることなく、あらゆる分野で

自分の意思で自由に選択ができ、お互いを大切にしながら誰もが協力し合って仕事も家庭も

大切にする（できる）柔軟な社会を実現する必要があります。こうした社会の実現に向けて、男

女がともに自分ごとと捉えて、「分かち合い」「認め合い」「助け合う」ことが必要なのです。 

 

◎男女共同参画とは・・・ 

「参画」とは、単に集まりに加わるのではなく、「政策や事業の立案や計画段階から加わるこ

と」を意味しています。 

従来、日本の社会における「決めごと」は男性中心に行われてきましたが、ここに女性も参画

して、より多様な意見を取り入れ、政策や方針に柔軟に活かしていくことが大切です。 

また、男女共同参画は女性だけの問題ではなく、男性にも大きな影響をもたらします。女性

が社会で活躍するためには、男性とともに仕事や家事・育児などの責任を分かち合うことが欠

かせないからです。 

さらに、少子高齢化やその進展に伴う労働人口の減少など、男性が社会を支える仕組みで

は解決できない課題に対応するためにも、男女共同参画社会の実現は重要なことなのです。 

 

◎男女共同参画社会が実現すると・・・ 

“職場に活気が生まれます” “家庭生活が充実します” “地域力が向上します” 

働き方の多様化が進み、

男女がともに働きやすい職

場環境が確保され、個人の

能力が最大限に発揮され

る！ 

仕事と家庭を両立する 

ための環境が整って、男性の 

家事や育児等への参画も進

み、男女がともに支え合って

生活することができる！  

地域の活動が活性化し、 

男女がともに協力し合って

地域課題解決に取り組み、 

住民が快適に暮らせるまち

ができる！ 
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第 1章 プラン策定にあたって 

 

１．プランの位置付け 

 

〇本市における男女共同参画社会の実現に向け、市の施策を具体化するものとして、「男女共同参画

社会基本法」及び「郡上市男女共同参画推進条例」に基づく基本計画とします。 

〇国の「第５次男女共同参画基本計画」、県の「岐阜県男女共同参画計画（第５次）」を踏まえるととも

に、「郡上市総合計画」を上位計画として、関連計画との整合性を図りながら策定します。 

〇本プランの基本目標Ⅱ「女と男がともに活躍できる社会の実現」方針（1）『行政・方針決定過程への

女性の参画拡大』、及び方針（2）『職場における男女共同参画の推進』を「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」第 6 条第 2 項に基づく、本市における市町村推進計画である【郡上市

女性活躍推進計画】に位置付けます。 ※以下【郡上市女性活躍推進計画】という。 

〇本プランの基本目標Ⅲ「女と男がともに安全・安心に暮らせる環境づくり」の方針（1）『男女の人権

を侵害するあらゆる暴力・ハラスメントの根絶』を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」第 2 条の 3 第 3 項に基づく、本市における市町村基本計画である【郡上市ＤＶ防止

基本計画】に位置付けます。 ※以下【郡上市ＤＶ防止基本計画】という。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．プランの期間 

 計画期間は、令和７年（2025年）度から令和 11年（2029年）度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢の変化等により新たに計画に盛り込むべき事項や修正の必要が生じた場合は、

必要に応じて見直します。 

 

 

【郡上市女性活躍推進計画】 

【郡上市DV防止基本計画】 

 

他計画 

第１～３次参画プラン 

第4次郡上市男女共同参画プラン 

岐阜県男女共同 

参画計画(第５次) 

郡上市総合計画 

(国)男女共同参画社会基本法 
 

第5次男女共同参画基本計画 

(県)岐阜県男女が平等に 
人として尊重される男女 
共同参画社会づくり条例 
 

郡上市男女共同参画推進条例 
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第２章 郡上市の現状 

１．郡上市の男女共同参画に関する状況 

〇男女平等に関する意識調査 

「社会全体で男女の地位は平等か」という問いには、男性の約 60％、女性の約 75％の人が「男性

の方が優遇されている」と回答しています。一方で「平等である」と回答した人は男性が 24.6％で 

あるのに対し、女性は 11.1％であり、男女の意識に差があることが分かります。また、「男女がもっと

平等になるためにはどのようなことが必要と思うか」という問いには、男女とも 40％以上の人が

「男女をとりまく様々な偏見、固定的な社会通念、慣習、しきたりを改めること」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

〇防災に関する参画状況 

地域（郡上市）防災会議の女性委員比率 （※用語解説：地域防災会議 Ｐ14） 

地域防災会議における女性委員比率目標を

国は 30％としています。防災に関する政策・ 

方針決定の場に女性が参画し、男女のニーズ

の違いに対応した避難所運営に取り組み、男

女が安全に安心して過ごせる環境をつくるこ

とが大切です。  

 

出典：内閣府男女共同参画局「市町村女性参画状況見える化マップ」（全国・岐阜県は令和 5年度数値、郡上市は令和 6年度数値） 

83.4%

73.3%

86.6%

16.6%

26.7%

13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県

全国平均

男 女
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参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

〇ワーク・ライフ・バランスの状況 （※用語解説：ワーク・ライフ・バランス Ｐ14） 

希望する働き方を見ると、男女ともに仕事と家庭・地域活動を両立させたいが最多となってい

ます。しかし実際は男女とも仕事を優先させている割合が多く、家庭生活との両立のため働き方   

改革が求められます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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第 3章 プランの概要 

 

 本プランは、「郡上市男女共同参画推進条例」に基づく基本計画であり、男女共同参画に関する施

策の具体化を目的とするものです。このため、条例の趣旨を踏まえ、次のとおり「めざす将来像」と

「基本理念」を掲げ、プランを推進します。 

  

１．めざす将来像 

～女
ひと

と男
ひと

がともにいきいきと暮らせる社会～ 
 

 

２．プランの基本理念   

(１) 男女の人権の尊重と参画機会の確保 

 男女が、性別による差別的な取扱いを受けることなく、個性と能力を発揮する機会が確保 

され、個人の人権が尊重されること。 

 

(２)  性別で役割を分けるような社会制度や慣行にとらわれない多様な生き方への 

配慮 

男女が、性別で役割を分けるような社会制度や慣行によって社会活動を制限されることな

く、自己の意思と責任において多様な生き方を選択することができるように配慮されること。 

 

(３)  方針等の立案及び決定過程への男女共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者若しくはその他 団体に 

おける方針の立案及び決定の過程において、共同して参画する機会が確保されること。 

 

(４)  家庭生活と職場、学校、地域等の活動との両立 

男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家庭生活における家事、子の養育、家族の介護等、

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域等家庭以外の分野における

活動を両立して行うことができるようにすること。 

 

(５)  国際社会及び国内における男女共同参画の取組みへの理解と連携 

国際社会及び国内における男女共同参画に関する取組みを積極的に理解し、連携すること。 
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３．プランの体系 

 

４．プランの重点事項 

  女
ひと

と男
ひと

がともにいきいきと暮らせる社会をめざし、これまでの取組みは継承しつつ、本市の 

課題に即した取組みとして、次の 3つを重点事項とします。 

 

  〇政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

  〇職場における男女共同参画の推進 

  〇男女共同参画の視点に立った防災計画の推進 

Ⅰ女
ひと

と男
ひと

がともに生きる 

 社会に向けた意識 

づくり 

Ⅱ女
ひと

と男
ひと

がともに活躍 

できる社会づくり 

 

Ⅲ女
ひと

と男
ひと

がともに安全・

安心に暮らせる環境 

づくり 

 

め
ざ
す
将
来
像
：
女 ひ

と

と
男 ひ

と

が
と
も
に
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
社
会 P.10～11 

P.8～9 

P.7 

（1）男女共同参画社会の実現に 

向けた意識啓発 

（2）男女共同参画を推進する 

学習の充実 

（1）政策・方針決定過程への 

女性の参画拡大 

【郡上市女性活躍推進計画】 

（2）職場における男女共同 

参画の推進 

【郡上市女性活躍推進計画】 

（3）家庭生活における男女共同

参画の推進 

（4）地域活動等における男女共

同参画の推進 

（1）男女の人権を侵害する 

あらゆる暴力・ハラスメント 

の根絶【郡上市ＤＶ防止基本計画】 

（2）男女共同参画の視点に 

立った防災計画の推進 

（3）安心して支え合うための 

 健康づくり 

基本目標 基本方針 
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５．プランの目標指標及び目標数値   

目標指標 Ｒ6 
目標 

（R11） 

基本目標Ⅰ：女
ひと

と男
ひと

がともに生きる社会に向けた意識づくり 

 
第 4次郡上市男女共同参画プランの内容を知っている市民の割合  30% 

社会全体で男女が平等であると考える市民の割合 17.0％ 25％ 

基本目標Ⅱ：女
ひと

と男
ひと

がともに活躍できる社会づくり 

 

審議会等における女性委員の割合 22.5％ 30％ 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に取組んでいる事業者の割合 55.6％ 6５％ 

家庭生活や地域活動と、仕事を同じように両立させている人の割合 32.4％ 40％ 

地域活動の男女が平等であると感じる市民の割合 33.3％ 40％ 

基本目標Ⅲ：女
ひと

と男
ひと

がともに安全・安心に暮らせる環境づくり 

 
ＤＶの相談場所がわからなかった市民の割合 3.5％  0％ 

郡上市防災会議における女性委員の割合 16.6％ 20％ 

 

６．ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓは、平成 27年９月の国連サミットで採択された 2030年までに持続可能でよりよい

世界を目指す国際目標で 17の目標と 169のターゲットから構成され、特に目標５の「ジェン

ダー平等を実現しよう」は、男女共同参画社会の実現と密接に関係しています。本プランで

は、それぞれの方針において関連性の高いＳＤＧｓの目標を表示しています。 
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第 4章 プランの内容 

 

 

 

基本目標達成に向けて・・・ 

◎ 男女共同参画に対する正しい理解のもと、「男性像」「女性像」といった、社会的につくられた  

性別（ジェンダー）に縛られず、男女が互いに尊重し合い、責任を担い、助け合うことが大切です。 

そのために・・ 

○ 郡上市男女共同参画推進条例に掲げる 5 つの基本理念を、市民、事業者、教育等関係者、市が 

相互に理解し、連携・協力しながら男女共同参画を推進します。 

○ 条例をはじめ、国、県、市、市民等の取組みや課題など、男女共同参画についての学習機会

を充実し、学んだことを行動に結びつける取組みを推進します。 

具体的な取組みとして・・・ 

方針（１） 男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発   

① 男女共同参画についての広報・啓発       

・ 郡上市男女共同参画プランの周知 

・ 市ＨＰ等の活用による国県及び他事例等の紹介と啓発 

・ 男女共同参画推進月間等を通じた理解促進 

企画課 

(※用語解説：男女共同参画推進月間 Ｐ14) 

    ② 人権尊重についての意識啓発 

・ 小中学校における心の学習の充実 

・ 中学校における命の学習の実施 

学校教育課・児童家庭課・

社会教育課 

・ 郡上人権擁護委員会と連携した啓発活動の実施 

・ LGBTQ等性的マイノリティに関する市民理解の促進 
市民課 

(※用語解説：郡上人権擁護委員会、LGBTQ等性的マイノリティ Ｐ14) 

    ③ 市民協働による男女共同参画の推進 

・ 男女共同参画サポーターとの連携による講座等の開催 

・ 国や県の認定制度を活用した市民の取組みへの支援 
企画課 

 

方針（２） 男女共同参画を推進する学習や教育の充実 

    ① 男女平等の意識を促す学習の推進       

・ 児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の充実 

・ 勤労体験を通した勤労観、職業観の育成 
学校教育課 

 

    ② 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

・ 幅広い世代を対象とした男女共同参画に関する生涯学習

講座の実施 

・ 家庭教育学級における男女共同参画の啓発 

社会教育課 

基本目標Ⅰ：女
ひと

と男
ひと

がともに生きる社会に向けた意識づくり 
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基本目標達成に向けて・・・ 

◎ 無意識の思い込み（アンコンシャスバイアス）を背景とした固定的な性別役割分担意識を解消し、

家庭、職場、地域社会など、あらゆる場面において、誰もが能力に応じ自分らしく活躍ができるよ

う、環境や制度の整備を進めるとともに、必要な支援や措置を行う必要があります。 

 

そのために・・・ 

〇 社会生活に影響する重要な方針や意思決定に女性の考えが反映されるよう女性の参画を推進し

ます。 

○ 職場において男性にも家庭での役割や責任があることへの理解を高め、長時間労働の是正や育

児休業が取りやすい雰囲気づくりなど、仕事と生活の調和に対する企業等の理解を促進します。 

○ 日常的な家庭の営みである家事・育児・介護等について、男女という性差にとらわれることなく、

家庭の中でお互いを尊重し、責任を分かち合う意識を高め行動につなげることができる環境づく

りを進めます。 

○ 従来の自治会などの地縁を基盤とした地域活動団体はもとより、NPO やボランティアなど、居

住地域を超えた市民団体の活動に男女が対等な立場で参加・参画できるよう、それぞれの 団体

における理解の促進と環境の整備に努めます。 

 

具体的な取組みとして・・・ 

方針（1）政策・方針決定過程への女性の参画拡大【郡上市女性活躍推進計画】 

① 行政における政策・方針決定過程への女性の参画拡大      

・ 審議会・委員等への女性の積極的登用の推進 全部署 

・ 市の女性管理職の登用の推進 人事課 

 

 

方針（２） 職場における男女共同参画の推進【郡上市女性活躍推進計画】 

    ① 女性の活躍推進に向けた支援       

・ 事業所における育児休業の取得促進やワーク・ライフ・バ

ランスの推進、法律セミナーの開催 

・ 管理職への女性の積極的登用、スキルアップのためのセ

ミナー等の実施 

商工課 

(※用語解説：育児休業 Ｐ14) 

    ② ワーク・ライフ・バランスの推進 

・ 一般事業主行動計画の作成啓発 

・ 国や県が進める認証制度の情報提供と活用促進 
商工課 

(※用語解説：一般事業主行動計画 Ｐ15) 

 

基本目標Ⅱ：女
ひと

と男
ひと

がともに活躍できる社会づくり 
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③ 起業のための支援 

・ 女性起業家等を対象とした起業・創業セミナーの開催 商工課 

 

 

方針（３） 家庭生活における男女共同参画の推進  

    ① 家事・育児・介護等を男女が共に担うライフスタイルの促進       

・ 子育てと仕事の両立、ライフプラン等に関する座談会や

個別相談会の開催 
企画課 

・ 子育て情報誌による育児情報の発信 児童家庭課 

・ 介護に取り組む男性ロールモデル人材の発掘と周知 高齢福祉課 

(※用語解説：ロールモデル Ｐ15) 

    ② 男女が共に家事・育児・介護を担うための環境づくり 

・ 就労形態に応じた保育の充実 

・ 放課後児童クラブの開設・支援 

・ 預かりの場の充実による保護者への支援 

児童家庭課 

・ 介護施設・介護サービスの提供と支援 

・ 介護と仕事の両立に効果的な訪問系サービスの利用促進 

・ 地域支え合い体制の整備 

高齢福祉課 

 

 

方針（４） 地域活動等における男女共同参画の推進  

① 自治会活動等への男女共同参画の推進       

・ 無意識の思い込みによる男女の役割分担意識をなくす

ための広報・啓発 
総務課 

 

② 地域づくり等への男女共同参画の推進   

・ 地域協議会等への女性の参画拡大と、女性委員の意見を

取り入れた地域の課題解決や地域振興に向けた支援 

政策推進課 

各振興事務所 
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基本目標達成に向けて・・・ 

◎ 性別を理由とする差別や人権侵害を受けることなく、お互いの人格が尊重され、心身ともに健康

であることが、生活する上での安全と安心につながります。そのために、DV やハラスメントなどい

かなる暴力も許さない社会意識の醸成や、災害等の有事であっても男女が共に協力できる体制や

支援が必要です。 

 

そのために・・・ 

○ 暴力やハラスメントは、重大な人権侵害であると同時に犯罪行為であるとの認識を徹底し、配偶 

者等への暴力や若年層におけるデートＤＶなど、男女間の暴力等の根絶に向けた環境づくりを進

めます。                                                         (※用語解説：デートＤＶ Ｐ15) 

○ 災害発生時やその後の避難所生活において、女性や多様な生活者の視点に立った対応により、

避難者等が不満や不安を感じることなく安心して過ごすことができるよう、防災施策への女性意

見の反映や防災活動における女性の参画を推進します。 

〇 乳幼児から高齢者まで誰もが心身ともに健康で、生涯を通じて自立し活躍できるよう、さまざま

なライフステージに対応した健康づくりへのサポート、相談体制の充実を図ります。 

(※用語解説：ライフステージ Ｐ15) 

 

具体的な取組みとして・・・ 

方針（１） 男女の人権を侵害するあらゆる暴力・ハラスメントの根絶【郡上市ＤＶ防止

基本計画】 

    ① ＤＶ・ハラスメント防止のための広報・啓発       

・ ＤＶやハラスメント根絶に向けた周知・啓発 

・ 若年層に向けたデートＤＶ防止の意識啓発 

・ ＤＶ発見時における通報の重要性や保護命令制度の市

民理解を深めるための意識啓発 

・ 事業所におけるハラスメント防止の意識啓発 

児童家庭課 

学校教育課 

商工課 

 

 

    ② 安心して相談できる体制づくり 

・ 安心して相談できる体制の充実と情報提供 

・ 相談員のＤＶに関する知識及び対応能力向上 

・ 適切な対応・指導を行うための相談対応のマニュアル化 

児童家庭課 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ：女
ひと

と男
ひと

がともに安全・安心に暮らせる環境づくり 
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    ③ 被害者の支援、保護のための連携強化 

・ 市民や関係機関等に向けたＤＶの正しい知識の周知 

・ 官民の連携強化によるＤＶ被害者の迅速・円滑な一時

保護の実施及び適切な情報管理 

・ ＤＶ被害者本人の意思を尊重した自立生活に向けた住

宅確保や就労等に関する継続的な支援の実施 

児童家庭課 

市民課 

 

方針（２） 男女共同参画の視点に立った防災計画の推進 

    ① 防災に関する意思決定や現場での女性の参画拡大    

・ 地域防災計画等各種への女性意見の反映 

・ 自治会・女性の会等を通じた女性意見の集約 

・ 女性防火クラブ・女性消防団員等への参加促進 

総務課 

消防予防課 

消防総務課 

(※用語解説：地域防災計画 Ｐ15) 

    ② 男女のニーズの違い等に配慮した防災対策の推進   

・ 性別によって役割分担を固定しない防災訓練の実施 

・ 避難所運営、被災者支援等における女性の参画の推進 

・ 女性防火クラブによる自治会、女性の会等への防災講座

の実施 

消防総務課 

総務課 

消防予防課 

 

 

 方針（３） 安心して支え合うための健康づくり 

    ① 女性のライフステージに合わせた健康づくりの推進 

・ 女性特有のがん予防等に向けた情報発信と、健診受診率 

向上のための啓発 

・ 子育て支援施設等における相談体制の充実による妊娠

期から子育て期までの幅広い支援 

健康課 

児童家庭課 

 

   ② 生涯を通じた健康づくりの推進   

・ 食育や運動等による健康づくり支援 

・ 健康相談事業等の実施 

・ 多世代が交流するふれあいや助け合いの場づくり 

健康課 

高齢福祉課 
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第 5章 男女共同参画を推進するための体制 

 

１．推進体制 

 

 男女共同参画社会の形成をめざし、市民、事業者、教育等関係者、市が緊密に連携し、各施策を 

総合的かつ計画的に実施するため、推進体制を次のとおりとします。 

 

 

  

郡上市男女共同参画推進条例第 16 条に基づいて設置されています。審議会は、委員 15 人以

内で組織し、男女のいずれか一方の委員数は、委員の総数の 10 分の 4 未満であってはならな

いと定めています。 

 

【役割】 

・ 男女共同参画プランの策定、変更に関することの調査審議 

・ 男女共同参画の推進に関する施策の重要事項に関することの調査審議 

 

 

 

 

  

関係各課から推薦された職員で構成され、施策の研究、事業の点検・評価を行い、男女共同参画

の施策の進捗を管理します。 

 

【役割】 

・ 男女共同参画社会形成のための推進 

・ 本市の男女共同参画推進の施策の研究 

・ 郡上市男女共同参画プランに基づく事業の実施及び進捗管理 

 

 

 

 

  

男女共同参画社会の実現をめざし、市民、法人その他団体と協働して男女共同参画を推進する

ために設置しています。 

 

【役割】 

・ 講座や「ともいきフェア」等による男女共同参画の推進 

・ CATV等を活用した男女共同参画の啓発 

・ 市民意見の発信 

 

 

 

郡上市男女共同参画推進審議会 

郡上市男女共同参画推進研究会 

郡上市男女共同参画サポーター 
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＜推進体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．プランの進行管理 

 

 施策に関する事業・取組みについて、市職員で組織する男女共同参画推進研究会により進捗状況

を検証、評価し、郡上市男女共同参画推進審議会に報告します。審議会からの意見を取組みに反映さ

せ、実践・検証・評価することで事業の継続的な充実を図ります。 
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Check 
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資料編    

用語解説 

第２章 郡上市の現状   （Ｐ2～3）                                       

地域防災会議 

 地域（市町村）における災害対策や防災活動について話し合うための会議。会議には、自治体

職員、住民、関係団体、専門家などが参加し、災害時の対応策や地域の防災計画、訓練、情報提供

等について議論する。地域の特性を踏まえた具体的な防災対策を検討するとともに、地域住民の

防災意識を高めることを目的としている。 

 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳され、「一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の  

責任を果たすとともに家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段

階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義されている。 

 

基本目標Ⅰ  女
ひと

と男
ひと

がともに生きる社会に向けた意識づくり  （Ｐ7）                               

男女共同参画推進月間 

 男女が平等に人として大切にされる、ふるさとづくりをめざして、岐阜県で定められた月間 

（毎年 11 月）。本市では、県から送付されたリーフレットやチラシを、総合窓口や各振興事務所

に設置し、啓発を行っている。 

 

郡上人権擁護委員協議会 

 基本的人権の擁護を推進するとともに、人権が尊重される社会の実現に貢献することを目的に

組織された協議会。人権にかかわる相談や人権尊重の意識高揚を図るための啓発活動を行ってい

る。協議会、県、市で情報共有や連携をしており、協議会の総会には市職員も出席する。活動例

としては、市内催事での啓発活動、介護施設や学校での人権イベント等がある。 

 

LGBT等性的マイノリティ 

LGBTは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイ

セクシュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の頭文字を取った

言葉。LGBT以外にも身体の性、性自認、性的思考等によって様々な呼称が存在するため、第３次

参画プランではその全てを含めて「LGBT等性的マイノリティ」と表現している。（性的マイノリテ

ィ：性的少数者の総称） 

 

基本目標Ⅱ 女
ひと

と男
ひと

がともに活躍できる社会づくり （Ｐ8～9）                                    

育児休業 

出産後の一定期間、育児をするために労働者が休業できる制度。育児・介護休業法では、原則

として子が 1 歳に達するまで、認可保育所への入所を希望したが入所できない場合等には、子が

１歳６か月または２歳になるまでの労働者の育児休業取得が認められている。 
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一般事業主行動計画 

 事業主が、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や多様な労働条件の整備

など、働きやすい職場環境を整えるために策定する計画。 

 

ロールモデル 

 模範となる人物や存在のこと。 

 

 

基本目標Ⅲ 安心して支え合うための健康づくり （Ｐ10～11）                                   

デートDV 

交際相手に対する DVのこと。DV同様、身体的、精神的、経済的、性的暴力があるが、社会的付

き合いの制限や監視といった束縛や、暴言、暴力、避妊をしない等も当てはまる。 

 

ライフステージ 

人の生涯を少年期、青年期、壮年期などに人生の節目ごとに区切ったそれぞれの段階を指す。 

 

地域防災計画 

 郡上市の過去の災害履歴や自然条件、社会条件などを踏まえ、郡上市防災会議において本市の

防災に関する事務や業務の計画をまとめたもの。 

 災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を実施することにより、市民の生命、身体

及び財産を保護することを目的としている。 
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１． 郡上市、岐阜県等の男女共同参画に関する状況 

〇男女平等に関する意識調査 

「社会全体で男女の地位は平等か」という問いには、男性の約 60％、女性の約 75％の人が「男性

の方が優遇されている」と回答しています。一方で「平等である」と回答した人は男性が 24.6％で 

あるのに対し、女性は 11.1％であり、男女の意識に差があることが分かります。また「、男女がもっと

平等になるためにはどのようなことが必要と思うか」という問いには、男女とも 40％以上の人が

「男女をとりまく様々な偏見、固定的な社会通念、慣習、しきたりを改めること」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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郡上市は、全国や岐阜県の市町村平均と比べ、自治会長や市の各種審議会における女性の割合が

低い傾向にあります。まちづくりや政策決定関して女性の意思が反映されにくいことの表れであり、

意識の変革が望まれる一番の分野であるといえます。 

 

  自治会長に占める男女の割合               審議会委員に占める女性の割合   

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府男女共同参画局「市町村女性参画状況見える化マップ」（全国・岐阜県は令和 5年度数値、郡上市は令和 6年度数値） 

 

郡上市職員の登用状況（Ｒ6.4月）              市町村議会議員に占める女性の割合  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

出典：内閣府男女共同参画局「市町村女性参画状況見える化マップ」 
 

（全国・岐阜県は令和 5年度数値、郡上市は令和 6年度数値） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

82.3%

84.2%

80.1%

17.7%

15.8%

19.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県平均

全国平均

男 女

管理職の在職状況 総数 うち女性数 女性比率

部局長相当職 18 3 16.7

　うち一般行政職 12 2 16.7

次長相当職 9 0 0

　うち一般行政職 9 0 0

課長相当職 90 25 27.8

　うち一般行政職 42 4 9.5

課長補佐相当職 96 53 55.2

　うち一般行政職 35 13 37.1

係長相当職 220 112 50.9

　うち一般行政職 75 18 24

100%

95.2%

92.2%

0%

4.8%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県平均

全国平均

男 女

77.5%

71.7%

69.9%

22.5%

28.3%

30.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県平均

全国平均

男 女
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〇防災に関する参画状況 

地域防災会議における女性委員比率目標を国は30％としています。防災に関する政策・方針決定

の場に女性が参画し、男女のニーズの違いに対応した避難所運営に取り組み、男女が安全に安心し

て過ごせる環境をつくることが大切です。  

 

地域（郡上市）防災会議の女性委員比率   

 

 

出典：内閣府男女共同参画局「市町村女性参画状況見える化マップ」 

 

 

 

 

 

（全国・岐阜県は令和 5年度数値、郡上市は令和 6年度数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.4%

73.3%

86.6%

16.6%

26.7%

13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県

全国平均

男 女
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〇就業に関する参画状況 

郡上市は、全国や岐阜県の市町村平均と比べ、女性の就業者割合及び、取締役や課長等といった

経営層の管理職など組織の中で管理的な職業に従事する労働者の男女別の割合がやや低い傾向に

あります。 

就業者の男女別割合            管理的職業従事者の男女別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年就業構造基本調査                   出典：令和 2年国勢調査 

 

 

就業者の内訳を見ると「正規の職員・従業者数」は男性の割合が多いのに対し、「パート・アル

バイト」では女性の割合が多く、正規・非正規によって男女の割合が逆転します。これは全国的

にも同様の傾向が見られ、このことは、男女の賃金格差や労働時間の差につながる要因の一つと

考えられます。 

郡上市の正規の職員・従業員の男女別割合   郡上市のパート・アルバイトの男女別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2年国勢調査 

 

男女別・年齢階級別賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2022年 厚生労働省賃金構造基本統計調査 

66.05%

33.95%

男 女

25.50%

74.50%

男 女

55.03%

54.36%

54.65%

44.97%

45.64%

45.35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県平均

全国平均

男 女

87.4%

86.8%

84.3%

12.6%

13.2%

15.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郡上市

岐阜県平均

全国平均

男 女
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0

100

200

300

400

500

～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～

（千円）

男 女



- 20 - 

 

男女別 1週間あたりの平均労働時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2024年「厚生労働省政策統括官付政策統括室 労働経済分析レポート 4」 

 

男性雇用者と無業の妻からなる世帯は年々減少し、代わりに共働き世帯が増加していますが、

共働き世帯の内訳は、夫とパートの妻からなる世帯は増加しているものの、夫とフルタイムの妻

からなる世帯は横ばいとなっています。 

共働き世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：内閣府「男女共同参画白書令和４年度版」 

性別・年齢別労働力率 
本市の性別・年齢別労働力率表によると、男性は 20 歳から 60 歳までほぼ一定の割合を保って

いるのに対し、女性は 20 歳から 30 歳代で一旦落ち込む M 字カーブを描いており、結婚や出産・

育児のために職を離れている現状が伺えます。平成２７年度と比較すると解消に向かっています。                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2年国勢調査 
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〇ワーク・ライフ・バランスの状況 

「男女別家事労働時間」は、勤務日・勤務日以外ともに妻の方が長い傾向にあり、「夫と妻の  

家事分担割合」でも双方に大きな開きがあります。 

また、男女がともに家事・育児・介護を担っていくために必要なこととして、「家事・育児・   

介護がしやすい労働状況を企業が整備する」と回答した割合が男女ともに最も多くなっています。 

 

男女別家事労働時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和参照：令和６年「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

夫と妻の家事分担割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8%
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参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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希望する働き方への問いでは、「仕事と家庭・地域活動を両立させたい」と回答した割合が男女

ともに最多となっています。しかし実際は、男女とも仕事を優先させている割合が多く、家庭  

生活との両立のため働き方改革が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：令和６年度「郡上市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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〇育児休業の取得状況 

岐阜県の男女別育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県の男女別・事業所規模別育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：「令和６年度岐阜県育児休業等実態調査」岐阜県子ども・女性局男女共同参画・女性の活躍推進課 

 

〇男女間の暴力やハラスメントの相談件数状況  

岐阜県のハラスメントに関する相談件数の推移                郡上市のＤＶ相談件数           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部児童家庭課調べ ※令和 6年度はＲ7．1月現在 

 
 

 
参照：厚生労働省 岐阜労働局 令和 5年度「職場における相談状況」   

※令和６年度は９月まで 

相談件数（電話・来所）  （人） 

区分 実件数 延件数 
内訳 

電話 来所 その他 

令和６年度 6 46 27 9 10 

令和５年度 8 96 49 33 11 

令和４年度 9 54 32 21 1 
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男女共同参画社会基本法 
 

 

 

 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組と

も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。  

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。  

このような状況にかんがみ、男女共同参画社

会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野にお

いて、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の推進を図っていくことが重要である。  

ここに、男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共

同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。  

 

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にか

んがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。  

（定義）  

第２条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。  

⑴ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することを

いう。  

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対

し、当該機会を積極的に提供することをい

う。  

（男女の人権の尊重）  

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配

慮）  

第４条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体におけ

る方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構

成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調）  

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成

は、国際的協調の下に行われなければならな

い。 

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号） 

（最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 
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 （国の責務）  

第８条 国は、第三条から前条までに定める男

女共同参画社会の形成についての基本理念

（以下「基本理念」という。）にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務）  

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

国の施策に準じた施策及びその他のその地方

公共団体の区域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）  

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭そ

の他の社会のあらゆる分野において、基本理

念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄

与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等）  

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。 

（年次報告等）  

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参

画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての報告を提出しなければならない。  

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同

参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女 共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を明らかにした文書を作成し、これを

国会に提出しなければならない。  

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な計画（以下「男女共同参画

基本計画」という。）を定めなければならな

い。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。  

⑴ 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事

項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見

を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議 の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。  

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画

を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。  

⑴ 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、都道府県の

区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」とい

う。）を定めるように努めなければならな

い。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男

女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

（国民の理解を深めるための措置）  

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等

を通じて、基本理念に関する国民の理解を深
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めるよう適切な措置を講じなければならな

い。 

（苦情の処理等）  

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策についての苦情の処理のために必要な措

置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（調査研究）  

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国

際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画

社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑

な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援）  

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進

に関して行う活動を支援するため、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。  

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置）  

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。  

⑴ 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条

第３項に規定する事項を処理すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、内閣総理大

臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共

同参画社会の形成の促進に関する基本的

な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。 

３ 前２号に規定する事項に関し、調査審

議し、必要があると認めるときは、内閣

総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。 

４ 政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施状況を監視

し、及び政府の施策が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響を調査し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内を

もって組織する。  

（議長）  

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。  

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。  

⑴ 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者 

⑵ 男女共同参画社会の形成に関し優れた

識見を有する者のうちから、内閣総理大

臣が任命する者  

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の 10 分の 5 未満であってはなら

ない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれ

か一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の 10 分の４未満であってはならない。  

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期）  

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、

２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されるこ

とができる。  

（資料提出の要求等）  

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料そ

の他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。  

（政令への委任）  
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第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。  

 

 

 

女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律 
 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活に

おいて活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成 11 年法律第 78 号）の基本理念にの

っとり、女性の職業生活における活躍の推進

について、その基本原則を定め、並びに国、

地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画

の策定、女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置等について定めることに

より、女性の職業生活における活躍を迅速か

つ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民

の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進

は、職業生活における活躍に係る男女間の格

差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性に対する

採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の

変更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ

る固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が

十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育

児、介護その他の家庭生活に関する事由によ

りやむを得ず退職することが多いことその他

の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女

の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下

に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生

活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可

能となることを旨として、行われなければな

らない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきもので

あることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める

女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第５条第１項において

「基本原則」という。）にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければな

らない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その

雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提

供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組

を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

（平成 27 年 9 月 4 日号外法律第 64 号） 

（一部改正：令和元年 6 月 5 日法律第 24 号） 



- 29 - 

 

⑴ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本的な方向 

⑵ 事業主が実施すべき女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する

基本的な事項 

⑶ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図る

ために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に関する重要事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、女性の職

業生活における活躍を推進するために必

要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について

準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当

該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての

計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が

定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域

内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画

又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計

画及び第 15 条第１項に規定する特定事業主

行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定

めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に

掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

⑴ 事業主行動計画の策定に関する基本的

な事項 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容に関する事項 

⑶ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以

下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が 300 人を超えるもの

は、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画（一般事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出なければならない。これを変

更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

⑴ 計画期間 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施により達成しようとす

る目標 

⑶ 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及び

その実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、

採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進する
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ために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第２号

の目標については、採用する労働者に占める

女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の

数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労

働者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公

表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画に基づく取組を実施するととも

に、一般事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が 300 人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画を

定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とす

る。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第４項から第６項ま

での規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更した場合に

ついて、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７

項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次

条及び第 20 条第１項において「認定一般事

業主」という。）は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に

用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省

令で定めるもの（次項において「商品等」と

いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付す

ることができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほ

か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわし

い表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第９

条の認定を取り消すことができる。 

⑴ 第９条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

⑵ この法律又はこの法律に基づく命令に

違反したとき。 

⑶ 不正の手段により第９条の認定を受け

たとき。 

（委託募集の特例等） 

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である

中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が 300 人以下のものをい

う。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実

施に関し必要な労働者の募集を行わせようと

する場合において、当該承認中小事業主団体

が当該募集に従事しようとするときは、職業

安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条

第１項及び第３項の規定は、当該構成員であ

る中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主

団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若

しくはその連合会であって厚生労働省令で定

めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直

接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）の

うち、その構成員である中小事業主に対して

女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する相談

及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助

を適切に行うための厚生労働省令で定める基

準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前

項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができ

る。 
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４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する

募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人

員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37 条第２項の規定は前項の

規定による届出があった場合について、同法

第５条の３第１項及び第４項、第５条の４、

第 39 条、第 41 条第２項、第 42 条第１項、

第 42 条の２、第 48 条の３第１項、第 48 条

の４、第 50 条第１項及び第２項並びに第 51

条の規定は前項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者について、同法第 40

条の規定は同項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者に対する報酬の供与に

ついて、同法第 50 条第 3 項及び第 4 項の規

定はこの項において準用する同条第２項に規

定する職権を行う場合について、それぞれ準

用する。この場合において、同法第 37 条第

２項中「労働者の募集を行おうとする者」と

あるのは「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第 12 条第 4 項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとする

者」と、同法第 41 条第 2 項中「当該労働者

の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ

るのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36 条第 2 項及び第 42 条の

３の規定の適用については、同法第 36 条第

2 項中「前項の」とあるのは「被用者以外の

者をして労働者の募集に従事させようとする

者がその被用者以外の者に与えようとする」

と、同法第 42 条の３中「第 39 条に規定す

る募集受託者」とあるのは「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成 27

年法律第 64 号）第 12 条第 4 項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」と

する。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対

し、第２項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び

職業に関する調査研究の成果を提供し、か

つ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効

果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第８条第 1 項若しくは第 7 項

の規定により一般事業主行動計画を策定しよ

うとする一般事業主又はこれらの規定による

届出をした一般事業主に対して、一般事業主

行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円

滑に実施されるように相談その他の援助の実

施に努めるものとする。 

 

 

第３節 特定事業主行動計画 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それら

の長又はそれらの職員で政令で定めるもの

（以下「特定事業主」という。）は、政令で

定めるところにより、事業主行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業

主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下

この条において同じ。）を定めなければなら

ない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

⑴ 計画期間 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施により達成しようとす

る目標 

⑶ 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及び

その実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、採用した職員に占め

る女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差

異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他のその事務及

び事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第２号の目標については、採用す

る職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
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職員に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定

事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資す

る情報の公表） 

第 16 条 第８条第１項に規定する一般事業主

は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性の

職業生活における活躍に関する情報を定期的

に公表しなければならない。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する情報を定期的に公表

するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資す

る情報の公表） 

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事務

及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する情報を定期的に公表しなければな

らない。 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、前項の措置と相まっ

て、職業生活を営み、又は営もうとする女性

及びその家族その他の関係者からの相談に応

じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係

る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基

準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する地方公共団体の施策を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によって

設立された法人であって政令で定めるものを

いう。）の役務又は物件の調達に関し、予算

の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主

その他の女性の職業生活における活躍に関す

る状況又は女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況が優良な一般事

業主（次項において「認定一般事業主等」と

いう。）の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定

一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業

生活における活躍の推進について、国民の関

心と理解を深め、かつ、その協力を得るとと

もに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう、国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況及

び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関

（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第 18 条第１項の規定により国が

講ずる措置及び同条第２項の規定により地方



- 33 - 

 

公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女

性の職業生活における活躍の推進に有用な情

報を活用することにより、当該区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会

（以下「協議会」という。）を組織すること

ができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公

共団体の区域内において第 18 条第３項の規

定による事務の委託がされている場合には、

当該委託を受けた者を協議会の構成員として

加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要がある

と認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

⑴ 一般事業主の団体又はその連合団体 

⑵ 学識経験者 

⑶ その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員

（以下この項において「関係機関等」とい

う。）が相互の連絡を図ることにより、女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組について

協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議

会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２条に定めるもののほか、協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に

関し必要があると認めるときは、第８条第一

項に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

（権限の委任） 

第 27 条 第８条から第 12 条まで及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

 

第６章 罰則 

第 29 条 第 12 条第５項において準用する職

業安定法第 41 条第 2 項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事

した者は、１年以下の懲役又は 100 万円以

下の罰金に処する。 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金

に処する。 

⑴ 第 18 条第４項の規定に違反した者 

⑵ 第 24 条の規定に違反した者 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、６月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金

に処する。 

⑴ 第 12 条第４項の規定による届出をしな

いで、労働者の募集に従事した者 

⑵ 第 12 条第５項において準用する職業安

定法第 37 条第 2 項の規定による指示に従

わなかった者 

⑶ 第 12 条第５項において準用する職業安

定法第 39 条又は第 40 条の規定に違反し

た者 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、30 万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第 10 条第 2 項の規定に違反した者 

⑵ 第 12 条第 5 項において準用する職業安

定法第 50 条第 1 項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

⑶ 第 12 条第 5 項において準用する職業安

定法第 50 条第 2 項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の陳述をした者 

⑷ 第 12 条第 5 項において準用する職業安

定法第 51 条第 1 項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

第 33 条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第 29 条、第 31 条又

は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰
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するほか、その法人又は人に対しても、各本

条の罰金刑を科する。 

第 34 条 第 26 条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の

過料に処する。 

 

 

郡上市男女共同参画推進条例 
 

 

 

 

豊かな自然があふれ、歴史と文化が息づく郡

上市。この地で、人と人とのつながりを大切に

しながら生きていくことが私たちの願いです。 

そのためには、市民一人ひとりが命を尊び、

お互いを認め合い、ともに意見を出し合って、

家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆ

る分野において、個性と能力を十分に発揮し、

多様な生き方を選択できる男女共同参画社会を

築くことが、今を生きる私たち、そしてこれか

ら未来を担っていく子どもたちにとって必要な

ことであると考えます。 

ここに私たちは、男女共同参画によるまちづ

くりを積極的に推進していくことを決意し、女

（ひと）と男（ひと）がともにいきいきと暮ら

せる社会の実現を目指して、この条例を制定し

ます。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

する基本理念を定め、市、市民、事業者及び

教育等関係者の責任及び役割を明らかにする

とともに、市の施策の基本となる事項を定

め、これを総合的かつ計画的に推進すること

により、男女共同参画社会を実現することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 男女共同参画 男女が互いに尊重さ

れ、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を受けることができ、か

つ、ともに責任を担うことをいう。 

⑵ 市民 市内に居住、通勤又は通学する 

者をいう。 

⑶ 事業者 市内において、営利、非営利

を問わず、事業を行う個人、法人及び団

体をいう。 

⑷ 教育等関係者 市内において、学校教

育、社会教育その他のあらゆる教育及び

保育に携わる者をいう。 

⑸ セクシュアル・ハラスメント 性的な

言動により相手方に不快感を与え、又は

相手方の生活環境を害し、若しくは性的

な言動に対する相手方の対応によって当

該相手方に不利益を与えることをいう。 

⑹ ドメスティック・バイオレンス 配偶

者、恋人その他親密な関係にある者（過

去において親密な関係にあった者を含

む。）への身体的、経済的、精神的又は性

的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

⑺ 積極的改善措置 男女共同参画の機会

に係る男女間の格差を是正するため、必

要な範囲において、男女のいずれか一方

に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次の基本理念に基づ

いて推進されなければならない。 

⑴ 男女が、性別による差別的な取扱いを

受けることなく、個性と能力を発揮する

機会が確保され、個人の人権が尊重され

ること。 

⑵ 男女が、性別で役割を分けるような社

会制度や慣行によって社会活動を制限さ

れることなく、自己の意思と責任におい

て多様な生き方を選択することができる

ように配慮されること。  

⑶ 男女が、社会の対等な構成員として、

市における政策又は事業者若しくはその

他団体における方針の立案及び決定の過

程において、共同して参画する機会が確

保されること。 

⑷ 男女が、互いの協力と社会の支援の下

に、家庭生活における子の養育、家族の

介護等、家族の一員としての役割を円滑

に果たし、かつ、職場、学校、地域等家

庭以外の分野における活動を両立して行

うことができるようにすること。 

⑸ 国際社会及び国内における男女共同参

画に関する取組を積極的に理解し、連携

すること。 

（平成 30 年 4 月 1 日施行） 
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（市の責任と役割） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）に基づき、男女共

同参画の推進に関する施策を総合的に策定

し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の

実施に当たり、市民、事業者及び教育等関係

者（以下「市民等」という。）並びに国、県

及び他の地方公共団体と連携し、かつ、協力

して取り組まなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を

実施するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（市民の責任と役割） 

第５条 市民は、男女共同参画に関する理解を

深めるとともに、家庭、地域、職場、学校そ

の他の社会のあらゆる分野において、男女共

同参画の推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進

に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（事業者の責任と役割） 

第６条 事業者は、性別にとらわれることな

く、個人の能力を適正かつ公平に評価し、

男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 事業者は、その事業に従事する男女が就業

と家庭生活を両立させることができるよう職

場環境の整備に努めるものとする。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推

進に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（教育等関係者の責任と役割） 

第７条 教育等関係者は、教育及び保育の場に

おいて、男女共同参画のための教育及び保育

の重要性を認識し、男女共同参画の推進に配

慮した教育及び保育に努めるものとする。 

（性別による人権侵害行為の禁止） 

第８条 全ての人は、家庭、地域、職場、学校

その他の社会のあらゆる場において、次に掲

げる行為を行ってはならない。 

⑴ 性別を理由とした差別的な扱い 

⑵ セクシュアル・ハラスメント、ドメス

ティック・バイオレンスその他の人権を

侵害する行為 

（公衆に表示する情報に関する配慮） 

第９条 全ての人は、公衆に表示する情報にお

いて、性別による権利の侵害を是認し、若し

くは助長する表現又は過度に性的な表現を行

わないよう努めなければならない。 

（男女共同参画に係る基本計画等） 

第 10 条 市は、基本理念に基づき、男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するため、男女共同参画の推進に係る

基本的な計画（以下「男女共同参画プラン」

という。）を策定しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画プランを策定し、又は

変更しようとするときは、市民等の意見を反

映させるための措置を講ずるとともに、第

16 条に規定する郡上市男女共同参画推進審

議会に諮問しなければならない。 

３ 市は、男女共同参画プランを策定し、又は

変更したときは、速やかに公表しなければな

らない。 

４ 市は、毎年、男女共同参画プランの実施状

況について、報告書を作成し、公表しなけれ

ばならない。 

（積極的改善措置） 

第 11 条 市は、社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会に関し、性別等による格

差が生じていると認められる場合は、必要な

範囲において、積極的改善措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（学習の支援、情報提供及び啓発活動） 

第 12 条 市は、男女共同参画について、市民

等の理解を深めるため、学習の支援、情報の

提供及び啓発活動に努めなければならない。 

（災害等への対応における配慮） 

第 13 条 市は、災害時等の対応（災害等の発

生に備える対策を含む。）においては、男女

共同参画の視点に十分配慮するよう努めなけ

ればならない。 

（推進体制） 

第 14 条 市は、男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するため、必

要な体制の整備を図らなければならない。 

（意見及び相談への対応） 

第 15 条 市は、市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる事項についての意

見及び相談（次項において「意見等」とい

う。）を受け付けたときは、関係機関と連携

し、適切に対応しなければならない。 

２ 市は、前項の規定による意見等に対応する

ために必要があると認めるときは、次条に規

定する郡上市男女共同参画推進審議会の意見

を聴くことができる。 

（郡上市男女共同参画推進審議会） 
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第 16 条 男女共同参画の推進に関する施策を

効果的に実施するため、郡上市男女共同参画

推進審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる

事項について調査審議し、市長に対して答申

する。 

⑴ 男女共同参画プランの策定、変更に関

すること。 

⑵ 男女共同参画の推進に関する施策の重

要事項に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必

要と認めること。 

３ 審議会は、前項に掲げる事項のほか、男女

共同参画の推進に関して必要と認められる事

項について調査審議し、市長に意見を述べる

ことができる。 

４ 審議会は、委員 15 人以内で組織する。こ

の場合において、男女のいずれか一方の委員

数は、委員の総数の 10 分の４未満であって

はならない。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 公募による市民 

⑶ 事業者の代表 

⑷ 教育等関係者の代表 

⑸ その他市長が必要と認める者 

⑹ 委員の任期は２年とし、再任を妨げな

い。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（委任） 

第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び 
被害者の保護等に関する法律 
 

 

 

 

 

前文 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平

等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこ

なかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を

防止し、被害者を保護するための施策を講ずる

ことが必要である。このことは、女性に対する

暴力を根絶しようと努めている国際社会におけ

る取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することによ

り、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に

危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以

下この項及び第二十八条の二において「身体に

対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含むものとす

る。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者

からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入る

ことを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害

者の自立を支援することを含む。以下同じ。）

を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次

（平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号） 

一部改正：(令和 5 年 5 月 19 日法律第 30 号） 
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条第五項において「主務大臣」という。）は、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的な方針（以下この条並

びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第

三項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策を実施するために必要な国、地方

公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関す

る事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関

する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画（以下この条において「都道府県

基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策を実施するために必要な当該都道

府県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携

及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実

施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成の

ために必要な助言その他の援助を行うよう努め

なければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する

女性相談支援センターその他の適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするものとす

る。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施

設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすようにするよう

努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に

掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談

に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医

学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条に

おいて同じ。）の緊急時における安全の確保及

び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進する

ため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 
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４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援セ

ンターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定め

る基準を満たす者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの者であった

者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応

じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設におい

て被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同し

て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図るため、関係機関、関係団体、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務

に従事する者その他の関係者（第五項において

「関係機関等」という。）により構成される協

議会（以下「協議会」という。）を組織するよ

う努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を

組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害

者の保護を図るために必要な情報の交換を行う

とともに、被害者に対する支援の内容に関する

協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及

び協議を行うため必要があると認めるときは、

関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力を求めることができ

る。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従

事していた者は、正当な理由がなく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議

会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者

であった者からの身体に対する暴力に限る。以

下この章において同じ。）を受けている者を発

見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報するよう努めなければな

らない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し

又は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報することができる。この場合

において、その者の意思を尊重するよう努める

ものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密

漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、前二項の規定により通報することを妨

げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し

又は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の利用について、その有する情報を提

供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につ

いての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には、必

要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定

により配偶者暴力相談支援センターが行う業務

の内容について説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨するものとす

る。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの

暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職

務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）そ

の他の法令の定めるところにより、暴力の制

止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く
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方面については、方面本部長。第十五条第三項

において同じ。）又は警察署長は、配偶者から

の暴力を受けている者から、配偶者からの暴力

による被害を自ら防止するための援助を受けた

い旨の申出があり、その申出を相当と認めると

きは、当該配偶者からの暴力を受けている者に

対し、国家公安委員会規則で定めるところによ

り、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条

において「福祉事務所」という。）は、生活保

護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童

福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法

律第百二十九号）その他の法令の定めるところ

により、被害者の自立を支援するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府

県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道

府県又は市町村の関係機関その他の関係機関

は、被害者の保護を行うに当たっては、その適

切な保護が行われるよう、相互に連携を図りな

がら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦

情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれ

を処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に

対し害を加える旨を告知してする脅迫（以下こ

の章において「身体に対する暴力等」とい

う。）を受けた者に限る。以下この条並びに第

十二条第一項第三号及び第四号において同

じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する

暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条及び第十二条第

一項第二号から第四号までにおいて同じ。）か

らの更なる身体に対する暴力等により、その生

命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大き

いときは、裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から

起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と

共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとす

る。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命

令（以下「接近禁止命令」という。）を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

より、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起

算して一年を経過する日までの間、被害者に対

して次に掲げる行為をしてはならないことを命

ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような

事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを

得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文

書を送付し、通信文その他の情報（電気通信

（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六

号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。

以下この号及び第六項第一号において同じ。）

の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信

を行うために必要な情報を含む。以下この条に

おいて「通信文等」という。）をファクシミリ

装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送

信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時か

ら午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等

をファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子

メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は

嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそ

の知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知

り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若し

くはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心

を害する文書、図画、電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この号において同じ。）に係

る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその
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知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害

する電磁的記録その他の記録を送信し、若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情

報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置

情報（地理空間情報活用推進基本法（平成十九

年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定

する位置情報をいう。以下この号において同

じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装

置で政令で定めるものをいう。以下この号及び

次号において同じ。）（同号に規定する行為が

された位置情報記録・送信装置を含む。）によ

り記録され、又は送信される当該位置情報記

録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定

める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位

置情報記録・送信装置を取り付けること、位置

情報記録・送信装置を取り付けた物を交付する

ことその他その移動に伴い位置情報記録・送信

装置を移動し得る状態にする行為として政令で

定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年

に達しない子（以下この項及び次項並びに第十

二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が

幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者

がその同居している子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、接近禁止命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から

起算して一年を経過する日までの間、当該子の

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）、就

学する学校その他の場所において当該子の身辺

につきまとい、又は当該子の住居、就学する学

校その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないこと及び当該子に対して前項

第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五

号に掲げる行為にあっては、電話をかけること

及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信

することに限る。）をしてはならないことを命

ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上

であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の

親族その他被害者と社会生活において密接な関

係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び

次項並びに第十二条第一項第四号において「親

族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗

野又は乱暴な言動を行っていることその他の事

情があることから被害者がその親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため必要があると認めるときは、接近

禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力

が生じた日から起算して一年を経過する日まで

の間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項に

おいて同じ。）その他の場所において当該親族

等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十

五歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、すること

ができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの

送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行

為（電話をかけること及び通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信することを除く。）をい

う。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正

化等に関する法律（平成十四年法律第二十六

号）第二条第一号に規定する電子メールをい

う。）その他のその受信をする者を特定して情

報を伝達するために用いられる電気通信の送信

を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって、内閣府令で定めるものを

用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命

又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅

迫をいう。以下この章において同じ。）を受け

た者に限る。以下この条及び第十八条第一項に

おいて同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合にあっては、当該配偶者であった
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者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第

十八条第一項において同じ。）から更に身体に

対する暴力を受けることにより、その生命又は

身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

は、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算し

て二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠

として使用する建物又は区分建物（不動産登記

法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二

十二号に規定する区分建物をいう。）の所有者

又は賃借人が被害者のみである場合において、

被害者の申立てがあったときは、六月間）、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。ただし、申

立ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による

命令（以下「退去等命令」という。）の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることができ

る。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対す

る暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができ

る。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から

第四項までの規定による命令の申立ては、次に

掲げる事項を記載した書面でしなければならな

い。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合であって、当該配偶者であった者からの

身体に対する暴力等を受けたときにあっては、

当該配偶者であった者からの身体に対する暴力

等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更

なる身体に対する暴力等により、生命又は心身

に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める

に足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この

号並びに第十七条第三項及び第四項において

「三項命令」という。）の申立てをする場合に

あっては、被害者が当該同居している子に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該三項命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため当該命令を発する必要がある

と認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警

察職員に対し、前各号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有

無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を

記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合であって、当該配偶者であった者からの身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

たときにあっては、当該配偶者であった者から

の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に

身体に対する暴力を受けることにより、生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと

認めるに足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警

察職員に対し、前二号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有

無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
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ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）

に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イ

からニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、第一項第一号から第四号まで

又は前項第一号及び第二号に掲げる事項につい

ての申立人の供述を記載した書面で公証人法

（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ

二第一項の認証を受けたものを添付しなければ

ならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第

二項から第四項までの規定による命令及び退去

等命令（以下「保護命令」という。）の申立て

に係る事件については、速やかに裁判をするも

のとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なけれ

ば、これを発することができない。ただし、そ

の期日を経ることにより保護命令の申立ての目

的を達することができない事情があるときは、

この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニま

で又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる

事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の

長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ

た措置の内容を記載した書面の提出を求めるも

のとする。この場合において、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長は、こ

れに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所

属官署の長又は申立人から相談を受け、若しく

は援助若しくは保護を求められた職員に対し、

同項の規定により書面の提出を求めた事項に関

して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件につ

いて出頭した者に対する期日の告知その他相当

と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭し

た者に対する期日の告知以外の方法による期日

の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に

対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による

不利益を帰することができない。ただし、その

者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を

提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を

保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

べき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における

申立てその他の申述（以下この条において「申

立て等」という。）のうち、当該申立て等に関

するこの法律その他の法令の規定により書面等

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。次項及び第四項において同

じ。）をもってするものとされているものであ

って、最高裁判所の定める裁判所に対してする

もの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託

裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含

む。）については、当該法令の規定にかかわら

ず、最高裁判所規則で定めるところにより、電

子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項

において同じ。）と申立て等をする者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を用いてすることが

できる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等について

は、当該申立て等を書面等をもってするものと

して規定した申立て等に関する法令の規定に規

定する書面等をもってされたものとみなして、

当該申立て等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同

項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所

に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関

する他の法令の規定により署名等（署名、記

名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載す

ることをいう。以下この項において同じ。）を

することとされているものについては、当該申

立て等をする者は、当該法令の規定にかかわら

ず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定

めるところにより、氏名又は名称を明らかにす

る措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三

項に規定するファイルに記録されたときは、第
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一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情

報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係る

この法律その他の法令の規定による事件の記録

の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しく

は抄本の交付は、前項の書面をもってするもの

とする。当該申立て等に係る書類の送達又は送

付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、口

頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の

要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達

又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の

期日における言渡しによって、その効力を生ず

る。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住

所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察

本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が

配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があ

り、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第

一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号

イからニまでに掲げる事項の記載があるとき

は、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発

した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記

載された配偶者暴力相談支援センター（当該申

立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンターが二以上ある場合にあっては、申立人が

その職員に対し相談し、又は援助若しくは保護

を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セ

ンター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響

を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令

の取消しの原因となることが明らかな事情があ

ることにつき疎明があったときに限り、抗告裁

判所は、申立てにより、即時抗告についての裁

判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の

停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命

ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停

止を命ずる場合において、第十条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられていると

きは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命

じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合

において、第十条第二項から第四項までの規定

による命令が発せられているときは、抗告裁判

所は、当該命令をも取り消さなければならな

い。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている

保護命令について、第三項若しくは第四項の規

定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告

裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記

官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通

知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通

知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した

場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保

護命令の申立てをした者の申立てがあった場合

には、当該保護命令を取り消さなければならな

い。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項

までの規定による命令にあっては接近禁止命令

が効力を生じた日から起算して三月を経過した

日以後において、退去等命令にあっては当該退

去等命令が効力を生じた日から起算して二週間

を経過した日以後において、これらの命令を受

けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令

の申立てをした者に異議がないことを確認した

ときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発し

た裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令

を取り消す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効

力を生じた日から起算して六月を経過した日又

は当該三項命令が効力を生じた日から起算して

三月を経過した日のいずれか遅い日以後におい

て、当該三項命令を発した裁判所に対し、第十

条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを

理由として、当該三項命令の取消しの申立てを

することができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするとき

は、当該取消しに係る三項命令の申立てをした

者の意見を聴かなければならない。 
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５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければ

その効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、

第一項から第三項までの場合について準用す

る。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発

せられた退去等命令の申立ての理由となった身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一

の事実を理由とする退去等命令の再度の申立て

があったときは、裁判所は、配偶者と共に生活

の本拠としている住居から転居しようとする被

害者がその責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の期間までに当該住居

からの転居を完了することができないことその

他の退去等命令を再度発する必要があると認め

るべき事情があるときに限り、退去等命令を発

するものとする。ただし、当該退去等命令を発

することにより当該配偶者の生活に特に著しい

支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令

を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条

の規定の適用については、同条第二項各号列記

以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び第

十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中

「事項に」とあるのは「事項及び第十八条第一

項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」

とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の

事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当

事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲

覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本

の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を

請求することができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、

又は相手方に対する保護命令の送達があるまで

の間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合

を除き、保護命令に関する手続に関しては、そ

の性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年

法律第百九号）第一編から第四編までの規定

（同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第

九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第

二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五

章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、

第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十

三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六

十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条

第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条

第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除

く。）を準用する。この場合において、次の表

の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。（表の略） 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保

護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高

裁判所規則で定める。 

 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の

保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ

の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国

籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重する

とともに、その安全の確保及び秘密の保持に十

分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対

し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等

に関する理解を深めるために必要な研修及び啓

発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止に関する国民の理解を深めるた

めの教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に資するた

め、加害者の更生のための指導の方法、被害者

の心身の健康を回復させるための方法等に関す

る調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人

材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るための

活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行

うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費

用を支弁しなければならない。 
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一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる

業務を行う女性相談支援センターの運営に要す

る費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相

談支援センターが行う一時保護（同条第四項に

規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性

相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が

置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を

支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところによ

り、都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げる

ものについては、その十分の五を負担するもの

とする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に

掲げる費用の十分の五以内を補助することがで

きる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げる

もの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した

費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前

章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生活

を営んでいないものを除く。）をする関係にあ

る相手からの暴力（当該関係にある相手からの

身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相

手からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が当該関係を解消した場合にあっては、当

該関係にあった者から引き続き受ける身体に対

する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者

について準用する。この場合において、これら

の規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴

力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二

十八条の二に

規定する関係

にある相手か

らの暴力を受

けた者をい

う。以下同

じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定す

る関係にある

相手又は同条

に規定する関

係にある相手

であった者 

第十条第一項

から第四項ま

で、第十一条

第二項第二

号、第十二条

第一項第一号

から第四号ま

で及び第十八

条第一項 

配偶者 第二十八条の

二に規定する

関係にある相

手 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条の

二に規定する

関係を解消し

た場合 

 

第６章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替え

て準用する第十条第一項から第四項まで及び第

十条の二の規定によるものを含む。第三十一条

において同じ。）に違反した者は、二年以下の

懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定

に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘

禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）又は第二十八条の二におい

て読み替えて準用する第十二条第一項若しくは

第二項（第二十八条の二において準用する第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により記載すべき事項につ

いて虚偽の記載のある申立書により保護命令の

申立てをした者は、十万円以下の過料に処す

る。 
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男女共同参画推進審議会委員名簿 

（敬称略・順不同） 

氏  名 所  属 備  考 

和佐田 裕昭 岐阜大学地域科学部 教授 Ｒ６.８.７～ 

谷口  天 馬 公募委員 Ｒ６.８.７～ 

宮﨑  倫 明 公募委員 Ｒ６.８.７～ 

直井  将 人 郡上市商工会 Ｒ６.８.７～ 

小林  久 仁 郡上青年会議所 Ｒ６.８.７～ 

林  美 恵 郡上市 PTA連合会 Ｒ６.８.７～ 

田中  伸 次 郡上市小中学校長会 Ｒ６.８.７～ 

加藤  環 枝 郡上市民生委員児童委員協議会 Ｒ６.８.７～ 

河合  丙 仁 郡上市社会福祉協議会 Ｒ６.８.７～ 

山下  優 子 八幡連合女性の会 Ｒ６.８.７～ 

臼田  啓 子 郡上人権擁護委員協議会 Ｒ６.８.７～ 

常 平  毅 郡上市自治会連合会 Ｒ６.８.７～Ｒ７.３.31 

尾 藤  望 尾藤法律事務所 弁護士 Ｒ６.８.７～ 

石井  敦 子 子育てサークル運営 Ｒ６.８.７～ 

山田 佳代子 理学療法士 Ｒ６.８.７～ 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 備  考 

河合  保 隆 市長公室長 

鷲見  一 久 市長公室企画課長 

北田  愛 美 市長公室企画課企画調整係長 

片桐   麻結 市長公室企画課主事 
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男女共同参画推進研究会委員名簿 

 

氏  名 所 属 備  考 

和田 美江子 市長公室人事課 Ｒ４年度～ 

太田  光 祐 総務部総務課 Ｒ５年度～ 

嶋野  庄 吾 総務部市民課 Ｒ６年度～ 

池村  拓 馬 健康福祉部児童家庭課 Ｒ６年度～ 

安田  幸 二 健康福祉部高齢福祉課 Ｒ６年度～ 

早川 由美子 健康福祉部健康課 Ｒ６年度～ 

酒井  義 文 商工観光部商工課 Ｒ６年度～ 

中澤  栄 作 教育委員会学校教育課 Ｒ６年度～ 

奥田  杏 奈 教育委員会社会教育課 Ｒ６年度～ 

簱  映 美 大和振興事務所振興課 Ｒ２年度～ 

井之口 明美 白鳥振興事務所振興課 Ｒ４年度～ 

長谷川 優美 高鷲振興事務所振興課 Ｒ５年度～ 

古田  千 賀 美並振興事務所振興課 Ｒ５年度～ 

林  樹 里 明宝振興事務所振興課 Ｒ６年度～ 

渡邉  圭 子 和良振興事務所振興課 Ｒ６年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


